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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１２月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１月１５日 １２時１７分ごろ 

発生場所 大分県佐伯
さ い き

市入津
にゅうず

湾沖 

 佐伯市所在の沖
おき

黒
ぐろ

島灯台から真方位１８４°２.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°５０.１′ 東経１３２°０１.８′） 

事故調査の経過  平成２６年３月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。   

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利・石材運搬船 第八栄進
えいしん

丸、４９７トン 

 １３１０６１、個人所有 

   ６４.４６ｍ（Lr）×１３.２０ｍ×７.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、昭和６３年１２月 

Ｂ 漁船 和雄
か ず お

丸、１.６５トン 

   ＯＴ３－５３１５８（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.４０ｍ（Lr）×１.７０ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４０、昭和５４年９月４日   

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１８年３月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１２月１日 

    免状有効期間満了日 平成２８年３月２６日 

航海士Ａ 男性 ６５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５０年８月１５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月２０日 

    免状有効期間満了日 平成２８年３月２５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５９年５月３１日 

    免許証交付日 平成２０年１１月１３日 

           （平成２６年５月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船首左舷錨に擦過傷 

Ｂ 船首外板が破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、大分県津久見市

津久見港で石灰石約１,５００ｔを積み、航海士Ａが単独で船橋当直

に就き、針路を真方位２０５°に設定し、自動操舵により宮崎県延岡

市延岡港に向け、佐伯市入津湾沖を約１０.５ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で南南西進していた。 

航海士Ａは、レンジを０.７５Ｍと１.５Ｍに設定した２台のレーダ

ーと、ＧＰＳプロッターを作動させて見張りを行っていた。 

Ａ船は、延岡港で荷揚げを行い、津久見港に帰ったところ、海上保

安官よりＢ船との衝突を知らされた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、入津漁港を出港し、佐伯市芹埼
せんさき

沖でシーアンカーを投入し、漂泊しながら一本釣り漁を行っていた。

 船長Ｂは、船首を北西方に向け、Ｂ船の後部に座って漁をしていた

が、漁をやめようと思い、立ち上がった際、北北東方約２００ｍのと

ころにＡ船が、Ｂ船に向かって来ていることに気付いた。 

 船長Ｂは、衝突の危険を感じ、シーアンカーを切り離して回避しよ

うと船首に向かったが、魚倉の蓋を開けており、船体の横揺れによ

り、魚倉に落ちるおそれがあったので、Ｂ船の後部に戻り、主機を始

動して後進をかけたが、すぐに主機が停止したので、Ａ船に向かって

両手を振って大声を出し、気付かせようとした。 

船長Ｂは、Ａ船の進路が変わらないので、操舵室上方の日除けの骨

組みパイプにつかまって衝突の衝撃に備えたが、平成２６年１月１５

日１２時１７分ごろ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、損傷部を調べ、漁業協同組合に電話し、修理のため造船

所に向かった。 

 連絡を受けた漁業協同組合担当者は、事故の発生を海上保安部に知

らせた。  

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 佐伯市には、本事故当時、強風、波浪注意報が発表されており、最

大瞬間風速は８.９m/s であった。 

 その他の事項 航海士Ａは、海上に白波が立っていたので、目視では見落としが生

じると思い、２台のレーダーを作動して見張りをしていたが、Ｂ船に

気付かなかった。 

船長Ａは、本事故時、食堂で昼食中であり、乗組員３人は部屋で休

憩しており、事故に気付かなかった。 

Ａ船は、本事故時、冬季の荒天下であったため、操舵室及び居住区

の全ての窓、扉は閉鎖されており、外部の音は聞こえづらくなってい
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た。 

Ａ船の左舷錨に付着していた塗料は、Ｂ船の外板と同じ色であっ

た。 

Ｂ船は、衝突予防用として、他船が気付きやすいように甲板から

２.５ｍの高さに赤い旗（６０×５０cm）を掲げていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、入津湾沖を自動操舵により約１０.５kn の速力で南南西進

中、航海士Ａが、単独で船橋当直に就き、見張りを行っていたが、進

路上に漂泊中のＢ船に気付かずに航行したことから、Ａ船の船首左舷

錨とＢ船の船首が衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、入津湾沖においてシーアンカーを投入して漂泊中、船長Ｂ

が、Ａ船の接近に気付き、主機を始動して後進したが、すぐに停止し

たので、両手を振り、大声を出してＡ船に知らせようとして、漂泊を

続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、シーアンカーを船首から投入しており、船長Ｂが、Ａ船の

進路から回避しようと、主機を始動し、後進した際、シーアンカーが

抵抗となり、主機が過負荷状態となったことから、停止した可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、入津湾沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が漂泊中、

航海士Ａが、Ｂ船に気付かずに航行し、また、船長ＢがＡ船の接近に

気付き、主機を始動して後進したが、すぐに停止したので、両手を振

り、大声を出してＡ船に知らせようとして、漂泊を続けたため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・当直者は、状況に適した見張りを行うこと。 

 ・小型船舶の船長は、事前にレーダー反射器を準備し、できる限

り、高い位置に取り付けることが望ましい。 
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